
申込期間内に、郵送、FAX 又はE メールにて、お申込ください。 
香川県土木部住宅課 住生活企画グループ　〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1 番10 号 
FAX：087-806-0247       E メール：jutaku@pref.kagawa.lg.jp 

会場名
会場情報

中讃会場

高松会場

マスクの着用 手指の消毒 検温

東讃会場

開催場所

開催場所

開催場所

定員（先着順） 
開 催 日
開催時間

定員（先着順） 
開 催 日
開催時間

定員（先着順） 
開 催 日
開催時間

① セミナー ② 相談会 ③ パネル展示
香川県庁（高松市番町四丁目1 番10 号） 

東館 2 階 香川県庁ホール 本館１２階第６・７会議室 東館 2 階 
香川県庁ホール前スペース

150 名 15 組 ー

ー

ー30 名 15 組 

30 名 15 組 

11 月21 日（月） 
10:30~12:00 13:00~16:00 10:30~12:00 

宇多津町役場（綾歌郡宇多津町1881 番地） 
保険センター２階 西・中会議室 

11 月28 日（月） 
10:30~12:00 13:00~16:00 10:30~12:00 

東かがわ市交流プラザ（東かがわ市湊 1806 番地 2） 
第 1・第 2 市民会議室 第 1 第 2 講座室 

12 月5 日（月） 
10:30~12:00 13:00~16:00 10:30~12:00 

参加申込書

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力ください。
・発熱や咳など風邪のような症状がある場合は参加をお控えください。
・会場では、マスクの着用、検温、手指の消毒にご協力ください。
・今後の感染状況により、より一層の対策を講じることや、開催を中止する場合がありますのでご承知おきください。

香川県土木部住宅課 行

● 空き家利活用サポートチームに対する空き家の利活用に関する相談会

参加会場
（ご希望の会場を〇で囲んでください。）

相談希望時間帯
（ご希望の会場を〇で囲んでください。）

（ビデオ視聴） （ビデオ視聴）

・ 県庁本館１２階会議室
・ 宇多津町役場 保険センター
・ 東かがわ市交流プラザ

・ 13 時
・ 13 時30 分
・ 14 時

・ 14 時30 分
・ 15 時
・ 15 時30 分 

● 相談内容記載欄

空き家の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 空き家になって
からの年数

・申込は先着順となりますので、申込状況によっては御希望の時間帯に添えない場合があります。その場合は連絡のうえ、調整させてください。
・申込いただいた相談内容は、当日相談対応を行う予定の空き家利活用サポートチームに対し事前に情報の提供を行いますのでご承知ください。
・相談時間は一組につき、最大30分とさせていただいておりますのでご承知おきください。

開催日の３日前（祝祭日を除く）１５時までに、お申し込みください。
（本申込書でいただいた個人情報は、適正に管理保護し、目的以外には使用しません。）

氏名

FAX：０８７-８０６-０２４７

注意事項

申込方法

空き家の
建築年数

空き家の管理状態、相談したい内容（できるだけ詳細に記載ください）

● 空き家対策セミナー

参加会場
（ご希望の会場を〇で囲んでください。）

・県庁ホール　　　・宇多津町役場 保険センター　　　・東かがわ市交流プラザ

住所

電話番号


